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1. 情報と生活

1.1 情報機器の発達と生活の変化

電信・電話に始まる通信手段の進歩は、私たちの生活を大きく変化させた。遠距離通信により生活圏が拡張され、

距離という空間の制約を意識させることなくコミュニケーションを実現している。また、データ通信は、日常生活にお

けるコミュニケーションだけでなく、産業にとって重要なさまざまな情報を伝達することを可能にし、産業構造そのも

のを変化させた。

（1）グローバル・コミュニケーション時代

今世紀のコミュニケーション、マスメディアの進化を見てみると

グローバル・コミュニケーションの流れ

1838年 サムエル・モースによる有線電信システム（モールス信号）

1845年 ボルチモア～ワシントン間の遠距離電気通信の成功

1850年代英仏海峡、大西洋に海底ケーブルの敷設

※ 1869年 東京～横浜間で電報の実用化

1876年 グラハム・ベルによる電話の実用化

※ 1869年 東京～横浜間で電話交換が実現

※ 1900年 街頭公衆電話の登場

1920年 米国でラジオ放送開始

※ 1925年 ラジオの本放送開始

1939年 米国でテレビ放送開始

※ 1953年 テレビの放送開始

※は日本国内の出来事で、第2次世界大戦の期間を除いて、欧米にあまり遅れることなく、コミュニケーションの新

技術の導入が進められてきた。20世紀後半には、広帯域の伝送路の実現、放送衛星や通信衛星によるテレビ放

送、コミュニケーションなど、テレコミュニケーション技術は飛躍的に発展してきた。さらに、インターネットの普及によ

り、個と個がリアルタイムでコミュニケーションを行ったり、個が情報を発信することができ、これまで妨げとなってい

た国境すら意識することがなくなってきた。このように、世界的な規模でのグローバル・コミュニケーションが行われ

るということは、すべての情報が「世界同時性」をもつと表現することができる。

（2）コンピュータの登場とコミュニケーション手段のディジタル化

20世紀後半に、グローバル・コミュニケーションの増大を推進させたものは、コンピュータとコンピュータ・ネットワーク

である。コンピュータの歴史は、技術的な切り口をもとにした世代という区分で語られる。ここでは、コンピュータ産

業を、次の4段階でまとめる。

情報教育の目標の一つに、「情報社会に参画する態度」がある。高校の普通科「情報」では、主にこの

目標を育成することになる。したがって、中でももっとも多くの時間を割いて行われる。この内容は、

「情報と生活」「情報社会」「著作権」「情報モラル」の項目があり、「情報」を指導するための基礎となる

知識である。これらの4つの項目は、単に知識として理解するのではなく、それぞれが密接に関連してい

るので、十分に把握して視野を広げる必要がある。また、指導にあたっては、生徒に教え込むのではな

く、考えさせることが大切である。

「情報A」では、「（4）情報機器の発達と生活の変化」において、「情報機器の発達とその仕組み」「情報

化の進展が生活に及ぼす影響」について学習する。
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（1）個人情報の保護

個人情報の保護に関しては、1980年にOECDが採択した8原則が基本になっている。

1）収集制限の原則：個人データは、適法・公正な手段で集める。適当な場合は、本人の同意を得る。

2）データ内容の原則：個人データは、正確で最新な内容に保つ。

3）目的明確化の原則：個人データを収集するときは、その目的をはっきりさせる。

4）利用制限の原則：本人の同意がないと、収集した目的以外の利用はできない。

5）安全保護の原則：収集した個人データは、紛失、漏洩などの防止策をとる。

6）公開の原則：データの存在や管理者をはっきりさせる。

7）個人参加の原則：個人は、自己のデータの内容についてアクセスする権利を有し、意義を申し立てることがで

きる。

8）責任の原則：データ管理者は以上の原則を実施する責任がある。

日本においては、1 9 7 5年以降、地方公共団体など1 6 0 0団体が「個人情報保護条例」を制定し、1 9 8 8年には「行

政機関の保有する電子計算機処理に係わる個人情報の保護に関する法律」が施行された。そして2 0 0 0年の今

年、個人情報保護に関する包括的な基本法が成立した。

（2）情報モラルの確立

コンピュータ・ネットワークとマルチメディア技術は、個人に関する情報のデータベース構築を容易にした。個人に関

する情報とは、さまざまなところでディジタル化され、データベースに蓄積されている。行政機関は、住民基本台帳、

税金、国民年金、失業保険、教育関係などの個人情報を保有している。民間では、病院のカルテ、銀行のキャッ

シュカード、クレジットカード、レンタルビデオ・デパートや旅行代理店・ショップなどの会員管理、電話加入などのさま

ざまな情報を蓄積している。

このような個人情報は、コンピュータ上で簡単にコピーすることができるし、ネットワークを通して侵害することもでき

る。そこで、これまで一部の人々しか扱えなかった情報に、今ではコンピュータに縁のなかった人々までが容易に

アクセスすることができるようになった。そこで、「情報社会」におけるマナーやルールの確立が必要になっている。

1.3 指導のポイント

授業においては、講義だけにならないよう、インターネットを利用して情報を収集したり、収集したデータを読み取る

など、コンピュータとネットワークをできるだけ利用する。演習として、次のような例がある。

1）身近な情報化の実例をあげて確認する。

2）電話、電子メール、FAX、手紙について、違いをあげて比較する。

3）情報機器の発達と生活の変化について考える。

4）個人情報保護に関する立法化がどうなったかを追いかける。

5）個人情報の収集、蓄積、利用の実例をあげて調べてみる。

2. 情報社会

ここでは、「情報と生活」を踏まえてさらに情報社会について理解を深める。普通教科の「情報B」では「情報社会

を支える情報技術」、「情報C」では「情報化の進展と社会への影響」において学習する。また、専門教科「情報」

においては「情報産業と社会」において学習する。

2.1 産業システムの情報化

産業界の情報化の大きな変化は、1 9 6 0年代からのFA（Factory Automation）化と、1 9 8 0年代の事務職でのOA

（Office Automation）化である。

FAは、製品の計画、設計、生産準備の自動化と、工場において製品を生産するための制御、管理、運用などを

自動的に行なう高度な生産システムである。そのために、設計や生産管理のコンピュータシステムの導入、コンピュ

ータ制御による産業用ロボットの工作機械・組立機械などの自動化が行なわれた。これにより、これまで重労働が

多く、男性の職場とされたきた工場に、女性が進出することになった。また、コンピュータによる運用管理で品質の

向上が計られたり、機械工作により熟練工に任されてきた作業が機械に蓄積されたり、人が触れられないような

特殊な材料の加工ができるようになった。

OAは、1 9 7 8年に、"JIS X0208"として「情報交換用漢字コード」（J I S漢字コード）が制定されたことにより、それまで

英数字しか扱えなかったコンピュータの情報が日本語で扱えるようになった。これは、9 6個の大小英文字と3 2個の
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著作権は、法に定められたものであるから、違反した場合は、著作者や著作権者から、民事、刑事の法的手続き

によって訴えられ、処罰される。

（2）工業所有権

知的財産権のうち、産業上の知的財産を保護する権利を総称している。著作権との違いは、工業所有権は特許

庁に申請・登録されて権利が発生するが、著作権は登録しなくても権利が発生する。

・特許権：特許を受けた発明を独占的に利用する権利

・実用新案権：特許まではいかないが、実用新案（形状、構造、組み合わせなどに関する発案）を登録した物品

を独占的、排他的に製作、販売する権利

・意匠権：一定の意匠（デザイン）に基づいた物品を独占的に使用、製作、販売する権利

・商標権：指定した商品の商標（トレードマーク）を登録することにより、独占的、排他的に専用する権利

また、コンピュータ技術やインターネット技術を利用した発明が特許として申請され登録されている。ただし、特許に

ついては各国が独立しているので、それぞれの国に申請しなくてはいけない。

（3）不正競争防止法

トレードシークレットとは、企業の未公開技術や営業上の情報などを秘密として管理されるものをいう。日本では、

不正競争防止法で保護されている。他人の商標などを許可なく使用するなど不正競争業者の不正行為を規制

し、流通秩序を図るものである。

3.2 情報と著作権

情報は、他人に何かを伝達する。そして、伝達するためには、文章、絵画、写真、映像、音声、音楽などを組み込

む。それらが著作権の対象となる。

また、ディジタル情報がコンピュータで処理され、またインターネットを通じて広範囲に流通されるにともない、著作権

法は、近年、頻繁に改正されている。したがって、従来は認められていた利用が、著作権の対象となる場合があ

るので、教員も常に動向に注意を払い、最新の状況を把握しておく必要がある。

また、頒布されているコンピュータ・プログラムの中に、「フリーウェア」と「シェアウェア」というソフトウェアがある。フリ

ーウェアは、ソフトウェアの作成者が無料で提供しているプログラムである。ただし、フリーとは言え、再配布や改変、

第2次使用について制限が設けられている場合があるので、注意が必要だ。作成者に著作権はあるが、特に著作

権の保護期間が消滅したソフトウェアをP DS（パブリック・ドメイン・ソフトウェア）と呼ぶ。一方、シェアウェアは、ソフト

ウェアを作成した著作者が、一定期間あるいはある程度の試用を認め、試用期間を過ぎて使用したい場合には代

金を支払うことにより継続して利用する権利を認めるソフトウェアのことである。したがって、代金を支払わずに継

続して利用することは、著作権の侵害になる。

3.3 教育活動における著作権

著作権の中には、複製権、上演権／演奏権、放送権／有線放送権、口述権、展示権、上映権／頒布権、貸与

権、翻訳権／翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利がある。特に教育現場で問題になるのが

「複製権」である。

学校その他教育機関においては、この複製（コピー）に関して、次のような場合は認められる。

・小・中・高校、大学・短大、高専、専修学校、各種学校、公民館などの社会教育施設、教育センターなどの教員

研修施設、職業訓練校施設などで複製する（ただし営利目的は認められていない）。

・教育、授業を担当する者が直接複製する。

・内容は、授業に関連するもので、学校行事や必須のクラブ活動も含まれる。

・量は、必要とされる枚数を限度とする。

・複製できるものは、公表された著作物であること。

・著作物の種類や用途、その部数に照らし合わせて、著作権者の利益を不当に害しないこと。

ドリルを1部購入してコピーし生徒全員に配布する、C Dの音楽をカセットテープに録音して生徒全員に配布するな

どは認められない。また、情報に関するものでは、コンピュータのプログラムを1本だけ購入し教室の全コンピュータ

にインストールする、インターネット上に掲載された写真や雑誌に掲載された画像をスキャナで取り込み学校のホー

ムページに貼り付けることなどは認められない。
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4. 情報モラル（情報倫理）

ここでは、情報化の光と影（表と裏）の部分があることを知り、情報化の影の部分に関して正しく理解し対処でき

る態度を育成する。コンピュータや情報通信技術の不正使用、コンピュータやネットワークへの不正アクセスなどの

詐欺犯罪が増えている。いつ被害者になるかわからないし、知らないうちに加害者にならないとも限らない。そこ

で、情報化の「影」の部分をよく理解し、情報の取り扱い方、モラルをきちんと身に付けるようにする。情報社会の

中でも、自ら責任を持って活動し、積極的に社会に参画し、よりよい社会にするために貢献する態度を養う。

普通教科「情報」では、「情報A」「情報B」「情報C」の各科目において、情報モラルに関連した内容を取り上げるよ

うにする。

4.1 情報モラルとは何か

情報モラルについては、情報社会の進展にともなって1 9 8 0年代半ばから、学校教育での取り組みの必要性を各

種審議会で指摘してきた。近年にわかに重要視され、クローズアップされるようになったのは、やはりインターネット

の普及である。これまで、教室内で利用されてきたコンピュータが、教室の外に向かって開かれるようになったから

である。

情報モラルとは、「情報社会で適正な活動を行なうための基になる考え方と態度」である。

4.2 情報モラル指導の留意点

情報モラルでは、△△をしなくてはいけないとか、××をしてはいけないと言ったルールや対処を教え込む指導を

するのではなく、それらのルールの正しい意味を理解させ、新たな場面やトラブルに対面したときに対処できるよう

な態度を身につける。

具体的には、

・情報収集において、適切な手続きによる情報の収集、著作権などの尊重、情報の信頼性についての意識

・情報発信において、プライバシーの保護、著作権などの尊重、情報発信に伴う責任

・コミュニケーションでのエチケット

・情報通信ネットワーク利用において、ガイドラインの遵守、セキュリティへの配慮

・制作活動においての著作権などの尊重

である。

さらに、情報社会に参画する態度を、

「社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼす影響を理解し、情報モラルの必要性や情報に

対する責任について考え、望ましい情報社会に参画使用とする態度」としている。

4.3 ネットワーク上のエチケット（ネチケット）

日常生活のでコミュニケーションにエチケットがあるように、ネットワーク社会でのコミュニケーションにもエチケットが

あり、これを尊重しなくてはいけない。エチケットは、法律や条例のように遵守することが義務づけられているわけ

ではないが、『コミュニケーションを円滑にし、トラブルを回避する知恵』を意味する。たとえば、朝はオハヨウと言お

うとか、ドアを開けるときはノックをしてからとか、乗り物では降りる人が先で乗る人が後とか、のようなものである。

ネチケットについては、1 9 9 5年10月にインターネットの技術的な標準規格を開発しているI E TF（The Internet

Engineering Task Force）によって、「ネチケット・ガイドライン（文書番号R F C 1 8 5 5）」という文書が作られている。こ

れも、法律ではないので、万人が遵守するものではない。より良いネットワーク上のコミュニケーションが計れるよう

に先人達がの試行錯誤によって生まれた知恵である。（ネチケットガイドラインに関するホームページは、

http://www.togane-ghs.togane.chiba.jp/netiquette/）

電子メールのような1対1のコミュニケーションにおいては、送信するメッセージは相手の立場にたって言葉を選び

慎重に作成し、受信したメッセージは寛大さを持って読まなくてはいけない。注意点は以下の通りである。

・電子メールアドレスの取り扱いには充分注意する。

・相手がどのような環境で受信するかわからない場合は、日本語を使わないで、1バイトの英数字を使って作成す

る。

・電子メールは私信であるから、印刷して放置しておくなど不注意な行動はしない。

・不幸の手紙のようなチェーンメール、長い文章、制限を越えるようなファイルの添付などは行なわない。
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